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は じ め に  

 変化の激しい時代に求められる教育の目標及び理念が明確にされた現在の教育

基本法を踏まえ、教育委員会制度を定めている「地方教育行政の組織及び運営に関

する法律」が改正され、その中で、教育委員会の責任の重大さが改めて明確にされ

るとともに、教育委員会に対して「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価」が義務付けられました。 

 また、教育委員会は、これまで町長から独立した執行機関となっていましたが、

責任の不明確さ、閉鎖的体質、危機管理能力の低さなどの問題が指摘されていたこ

とから、平成２６年には再び地方教育行政法が改正され、それに伴い平成２７年度

からは当町においても新教育委員会制度に移行しました。 

東伊豆町教育委員会では、この新制度移行後、学校教育や社会教育に求められる

政治的中立性・継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、

迅速な危機管理体制の構築、町長との連携強化を図るため、総合教育会議を設置し、

当町における社会総がかりでの教育に向けた取り組みを推進すると共に、「心ゆた

かな人を育む生涯学習の推進と文化の創造」と定めた基本方針の実現を目指し、効

果的な教育行政の推進が図られるよう各種事業に取り組んでおります。 

そこで、教育に関する事務の管理及び執行状況の点検と評価を行い、東伊豆町教

育委員会評価委員会に知見を求め、その活用を図っています。 

 評価委員会からの知見を基に、より効果的な教育行政の推進に資するため、平成

３０年度教育委員会自己点検・評価報告書（平成２９年度分）をまとめました。 

 この「点検・評価」を機会に、教育委員をはじめ、事務局職員一人ひとりが、「教

育行政」を担う責任の重さを再認識し、各々の立場と職責をもって、東伊豆町の教

育を支え、発展させていくべきものと考えています。 

           平成３０年１０月 東伊豆町教育委員会 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規定によ

り教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第三項の規

定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の

状況について点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これ

を議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経

験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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１ 平成２９年度東伊豆町教育委員会の活動等における点検・評価の対象 

（１）教育委員会の活動 

 東伊豆町教育委員会は、毎月１回、年１２回の定例会議を開催し、３４件の

議案と１５件の同意案や報告案について審議がなされるとともに、協議（報告）

事項についても併せて行われた。また、新教育委員会制度に移行して設置され

た、総合教育会議を計３回開催した。この総合教育会議では、当町の教育行政

の課題等について協議・検討を行い、平成２９年度の教育の基本方針や当町全

体の学校教育の再編整備について、学校教育環境整備委員会の答申に基づき、

その検討する方向性を「小中一貫教育」に絞り更に研究を行うことと決定する

など、首長との連携強化を図った。 

上記以外にも教育委員は学校訪問や入学式、卒業式、運動会等の各種学校行

事、社会教育事業、東伊豆町及び教育委員会が主催する行事や会議へ出席し、

関係機関との連携を図った。 

 

（２）教育委員会が管理・執行する事務 

   教育委員会が管理・執行する事務は、東伊豆町教育委員会規則第４号「東伊

豆町教育委員会教育長に対する事務委任規則」第１条に規定されている以下に

示す１５項目である。 

   また、議案の審議については、当町の教育行政が滞りなく円滑かつ正確に進

められるよう慎重な審議に努めた。 

① 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。 

② 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定すること。 

③ １件５万円を超える教育財産の取得を申し出ること。 

④ 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退に

ついて内申すること。 

⑤ 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。 

⑥ 前２号に定めるものの他人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。 

⑦ 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び図書館長の任免を行うこと。 

⑧ 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。 

⑨ １件１０万円以上の工事の計画を策定すること。 

⑩ 教育委員会規則その他教育委員会の定める規則の制定又は改廃を行うこと。 

⑪ 教育予算その他議会の議決を得るべき議案について意見を申し出ること。 

⑫ 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員を委嘱するこ

と。 

⑬ 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。 
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⑭ 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。 

⑮ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を公表すること。 

 

（３）教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務 

   教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務は、教育委員会事務局の主

な活動内容を中項目として９項目設定し、更に小項目１９項目に細分類し自己

点検・評価を行った。 

   平成２９年度の特筆される事項としては、幼・小・中学校教育における特別

支援教育事業・複式学級支援事業等の充実のため、昨年度に引き続き、幼児を

対象とした「ことばの教室」の開催や各学校への町費負担支援員等の配置を行

うとともに、臨床心理士による巡回相談や就学支援委員会を開催した。 

   また、平成２７・２８年度に行われた学校教育環境整備委員会の中間答申と

その内容を踏まえた地域説明会、アンケート結果に基づき決定した、大川幼稚

園及び大川小学校を熱川地区の幼稚園・小学校と平成３０年４月１日に統合す

る件について、円滑な統合が迎えられるよう準備委員会を設置し、学校、保護

者、地域の皆様のご協力をいただき具体的な準備に努めた。 

更に「学校教育は、一定の人数が確保された環境で、子供達の関わり合いを

重視した教育が進められることが大切であり、未来を見据え、より地域と一体

となった東伊豆町の教育を目指し、再編整備を進めるべきである。」とした上

で「中学校を統合、又は、熱川・稲取両地区にそれぞれ小中一貫校を整備する。」

との最終答申の早期実現を目指し、町及び教育委員会により、当町の学校教育

の現状と今後１０年の見通し、更にその先の将来展望についても考慮し協議・

検討を進めた結果、その検討する方向を「小中一貫教育の整備」に絞り更に研

究を行うことを決定した。平成３０年度以降研究会等を立ち上げ研究を重ねる

と共に、できる限り早い段階で地域の皆様と話し合いに臨めるよう努めていき

たい。 

   なお、幼稚園の預かり保育や学校給食費の補助、選手派遣費補助金を継続し、

保護者の負担軽減と子育て支援の充実に努めた。 

社会教育関連としては、「生涯学習推進大綱」の基本理念である「心ゆたか

な人をはぐくむ」の具現化を目指すため、その各種学習活動等が「学校・家庭・

地域の連携強化や地域コミュニティの活性化」に少しでもつながるよう、各種

社会教育事業及び図書館事業の推進を行った。 

 

 

 



自己点検・評価の考え方

マトリックスの見方

Ａ 　　◆　実　現　度 　　　　◆　重　要　度

Ｂ ☆ 　　Ａ　・・・　概ね目標を達成出来た 　　　　Ａ　・・・　非常に重要

↑ Ｃ 　　Ｂ　・・・　もう少しで目標を達成出来た 　　　　Ｂ　・・・　重　要

Ｃ Ｂ Ａ 　　Ｃ　・・・　目標達成に努力を要する 　　　　Ｃ　・・・　緊急性はない

自己点検・評価

大項目 　　　中　　　　　項　　　　　目 　　　小　　　　　項　　　　　目

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆
（6）  学校及び教育施設に対する支援・条件整備

①　学校訪問

○平成２９年度も６月２９日に熱川地区、１０月２５日に稲取地区と分けて、幼稚園、小・中学校の訪問活動を実施した。それぞれの学校長等
との懇談や全体会を行い、更に、保育の様子や授業を参観させていただき、教育現場の様子を深く伺い知ることができた。また、入学式・卒
業式・運動会などの各行事にも出席した。

②　所管施設の訪問

○学校訪問活動に合わせ、６月２９日には町立図書館、１０月２５日には学校給食センターを訪問した。図書館及び学校給食センターの職員
との全大会や業務視察を通じて、現場の様子や課題等を伺い知ることができ、事務局との共通理解を深めるとともに課題解決へつなげるこ
とができた。なお、両日ともに給食の試食会を行った。

（4）教育委員会と首長との連携 ①　総合教育会議の開催　

○地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化を図ることを目的に、平成２７年度より新教育委員会制度に移行し、これに伴い設置され
た、「総合教育会議」を平成２９年度は計３回開催した。平成２９年度も「東伊豆町の教育について」と題し、平成２９年度の教育の基本方針、
学校教育環境のあり方について等協議し、それぞれの目標・目的が達成された。中でも、当町が抱える課題の一つである、当町全体の学校
教育環境のあり方について、学校教育環境整備委員会の最終答申の内容を踏まえ協議した結果、例え児童・生徒数は少なくとも、未来を見
据え、より地域と一体となった新しい学校教育の形や当町にふさわしい特色ある学校教育を目指すことで、その新たな学校教育の形が、地
方創生の推進にも繋がる可能性を持ち合わせていることから、その方向性を小中一貫教育の整備に絞り行うこととし、今後、委員会等を設
置した上でより具体的に研究を進めることとなった。

（5）　教育委員の自己研鑽 ①　研修会等への参加状況

○静岡県市町教育委員会連絡協議会　（４/２５藤枝市にて開催）
○関東甲信越静市町教育委員会連合会総会及び研修会（５/２６神奈川県大和市にて開催）
○静岡県市町教育委員研修会（１１/８沼津市にて開催）

○委員が出席しやすくなるように開催日及び開催時間の調整に努めた。また、委員が論議を深められるよう議案・報告等の資料について
は、解りやすくできる限り詳細に作成するよう心がけるとともに、議案について、漏れが無いよう細心の注意を払った。今後、委員より提案の
あったペーパーレス化の実現に向けて努力したい。

（2）　教育委員会の会議の公開 ①　教育委員会会議の公開の状況

○当町の教育行政について、町民に広く周知するとともに、理解と協力を求めるうえで、会議の公開は必要と考えおり、会議規則でも基本的
には公開とする旨規定している。傍聴者は無かったが、委員会の開催日時等を本庁と熱川支所に告示している。評価委員会より「広報ひが
しいず・町ホームページ」の活用をご提案いただき、学校教育環境整備に関する事項等、重要と思われる案件について、掲載し周知を行っ
た。今後も必要性を見極めた中で、広報を行い、町民への周知に努めていきたい。

（3）　教育委員会と事務局との連携 ①　教育委員会と事務局との連携

○教育委員会定例会議において、各幼稚園・小学校・中学校、図書館、学校給食センター及び社会教育の状況について、毎回報告を行い、
情報の共有に努めている。また、これまでと同様に町議会及び町当局との意思疎通が図られるよう関係する事項の報告に努めた。

（４）  「１教育委員会の活動」、「３教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」については右図のように自己点検・評価し、
　　　「２教育委員会が管理・執行する事務」は件数で表示した。

（５）　評価委員（学識経験者）は、教育委員会の自己点検・評価をもとに知見を述べる。
　 →　　重 要 度

（６）　自己点検・評価と評価委員（学識経験者）の知見をもとに全体評価を行い、次年度以降の課題を見つける。

点　　　　　検　　・　　評　　　　　価

（1）　教育委員会の会議の運営改善

①　教育委員会会議の開催回数

○毎月１回、計１２回の定例会議を開催した。教育委員会の運営に支障をきたすことは特になかった。毎回、各委員より活発かつ建設的な論
議が行われた。また、園・学校及び教育施設等の訪問や行事等に参加することで、学校教育と社会教育の現状の把握に努めた。
　更に当町が抱える課題のひとつである、当町全体の学校教育環境のあり方について、学校教育環境整備委員会の最終答申に基づき、定
例会及び総合教育会議の中で協議・検討を行い、その方向性を「小中一貫教育の整備」に絞り、今後研究を進めることとした。

１
　
教
育
委
員
会
の
活
動

②　教育委員会会議の運営上の工夫

２　東伊豆町教育委員会自己点検・評価（自己点検・評価シート）　　　≪平成２９年度≫

　　東伊豆町教育委員会は、効果的な教育行政の推進とともに、住民への説明責任を果たしていくため、事務の管理・執行状況に
　ついて以下の方法で点検・評価を行う。

（１）　評価は自己点検・評価、評価委員（学識経験者）の知見、全体評価の３段階とした。

実
現
度

（２）　自己点検評価は教育委員会の活動、教育委員会が管理・執行する事務、教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務
     の３大項目とした。

（３）　大項目は中項目に、中項目は小項目に分けた。
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大項目 　　　中　　項　　目 　　　小　　項　　目

１ 件

１ 件

０ 件

１ 件

２ 件

１ 件

０ 件

０ 件

２ 件

１６ 件

９ 件

４ 件

２ 件

１ 件

１ 件（15）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を公表すること。　

○自己点検・評価報告書の教育委員会による検討（教育委員会６月定例会、６/２９）
　 教育委員会評価委員会開催（８/１、８/２４）
　 教育委員会への報告書提出（教育委員会９月定例会、９/２８）
　 報告書の告示（町ＨＰへも掲載）及び町議会へ報告書提出（１０/１２）（１２月議会定例会にて報告）

（12）社会教育委員及び図書館協議会委員等を委嘱すること。　

○各種委員会委員等の委嘱・任命について、下記の委員会委員等について同意をいただいた。
　＊東伊豆町図書館協議会委員　６名（任期２年）
　＊東伊豆町文化財保護審議会委員　８名（任期２年）
　＊大川小学校・熱川小学校等統合準備会委員　１７名（任期１年）
　＊稲取高等学校魅力化推進協議会委員　１４名（任期３年）

（13）校長、教員その他の教育関係職員の研修の推進の一般方針を定めること。

○園・校内外の研修会や研究、公開授業をとおして、自己課題を明確に継続的な研修を重ね、教育的実践力を高めるとともに、児童生徒へ
の指導の質を高めることを目的にそれぞれの園・校においてテーマを設け、毎月１回の教職員の研修会が行われた。なお、研修のための奨
励費として稲取小学校に56,000円、熱川小学校に48,000円、大川小学校に28,000円、熱川・稲取中学校に各46,000円、幼稚園（３園）に
46,000円をそれぞれ補助（教職員一人当たり約3,100円）し、推進を図った。
○賀茂１市５町の指導主事（下田市１名・賀茂５町で３名を共同設置）が連携し、各教科研究員研修会・授業づくり研修会・初任者研修会・教
務主任研修会等、各種研修会が実施された。また、賀茂地区指導主事連絡協議会を設置し、研修会の進め方・教育計画策定・いじめ対策
基本方針・学力向上策・各学校幼稚園への支援等々について協議し、学校教育に関する専門的事項の指導方法について研究が行われて
いる。

（14）学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
○平成３０年４月１日からの大川幼稚園と熱川幼稚園及び大川小学校と熱川小学校の統合に伴い、大川地区の園児・児童が通学する学校
指定規則を変更した。

（９）１件１０万円以上の工事の計画を策定すること。

○教育関連施設の管理については、首長部局と連携したローリング計画に基づき管理を行っている。軽微な内容の案件については、予算編
成時に各学校との協議を踏まえ、町当局と連携して管理を行っている。平成２９年度は下記のとおり２件の工事を実施した。
　＊図書館屋上防水工事　　＊熱川小学校小プール防水改修工事

（10）教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

○教育委員会関係例規等について、条例４件、規則６件、規程２件、要綱３件、要領１件の制定・改正を行った。
　＊町立学校設置条例の一部を改正する条例　　＊町立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例
　＊町立幼稚園幼児及び小中学校児童生徒の通学する学校指定規則の一部を改正する教育委員会規則
　＊町立学校給食センター運営委員会規則の一部を改正する教育委員会規則
　＊町立学校給食センター運営規則の一部を改正する教育委員会規則　　＊教育委員会公印規程の一部を改正する教育委員会規程
　＊町立幼稚園預かり保育実施要綱の一部を改正する教育委員会要綱　　＊町立学校公印取扱要領の一部を改正する教育委員会要領
　＊東伊豆町スクールバス条例の制定　　＊東伊豆町スクールバス条例施行規則の制定
　＊総合グラウンドの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例
　＊町立小中学校児童生徒の通学費補助金交付要綱の制定　　＊育英奨学金条例施行規則の一部を改正する教育委員会規則
　＊就学支援委員会規則の一部を改正する教育委員会規則　　＊町立小中学校処務規定の一部を改正する教育委員会規程
　＊児童生徒問題行動対策委員会要綱の一部を改正する教育委員会要綱

（11）教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。　

○議会の議決を経る下記案件について意見を伺い、承認をいただいた。
　＊東伊豆町立学校設置条例の一部改正について　　　　＊町立幼稚園保育料徴収条例の一部改正について
　＊東伊豆町スクールバス条例の制定について　　　　　　＊総合グラウンドの設置及び管理等に関する条例の一部改正について
　＊平成２８年度一般会計決算について　　　　　　　　　　　＊平成２９年度一般会計補正予算（第６号）について
　＊平成２９年度一般会計補正予算（第１０号）について　 ＊平成２９年度一般会計補正予算（第１２号）について
　＊平成３０年度一般会計予算（当初予算）について

○毎年、教育長より、各学校長に対し、法令に基づく職務上・身分上の義務等に関する事項について指導が行われ、それに基づき学校長よ
り教職員に対し指導が行われている。
○静東教育事務所地域支援課人事参事による学校訪問の際に、服務の指導について実施された。

（6）前号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。
○県費負担教職員、町費負担職員の人事について、内申・協議を行い承認をいただいた。また、平成２９年度より賀茂５町で共同設置してい
る指導主事３名について、本年も協議を行い承認をいただいた。

（７）幼稚園長及び図書館長等の任免を行うこと。
○該当なし

（８）学校及び図書館等の敷地を選定すること。
○該当なし

２
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（1）学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
○平成２９年度の教育行政の基本と重点となる、学校教育、社会教育の基本方針や主要施策・主要事業及び具体的な計画を決定した。（４
月定例会）また例年どおり、「平成２９年度東伊豆町の教育」に掲載し、町民への周知を図った。

（2）学校及び図書館等の設置及び廃止を決定すること。
○平成３０年４月１日からの大川幼稚園と熱川幼稚園及び大川小学校と熱川小学校の統合について、その利用する学校及び園を熱川小学
校・熱川幼稚園とし、大川小学校と大川幼稚園は廃校・廃園と決定し、学校設置条例等関係例規の改正案を議会へ上程した。

（3）１件５万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
○該当なし

（4）県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申
　　 すること。

○町立小・中学校長２名の退職を含む計６名の人事について、内申を行い承認をいただいた。

（5）県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

点　　　　　検　　・　　評　　　　　価
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大項目 　　　中　　項　　目 　　　小　　項　　目

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

（3）　図書館に関すること

①　読書活動と読み聞かせ活動の推進

○乳幼児から高齢者まで各世代のニーズに合わせた資料を提供するため、図書１，２８０冊、ＤＶＤ９２点を購入した。また、貸出システムの
更新に伴い図書館ホームページを開設し、インターネットによる蔵書公開や予約サービスを充実させ、利用者サービスの向上を図った。
○年間延来館者数は、３７，６３１人（前年度：３３，２０６人）、稲取地区の「ミニミニ図書館」延来館者数は年間４，５８５人（前年度：４，４４７
人）であった。なお、平成２７年度より、これまでの貸出者数から来館者数をカウントする方法に変更している。
○各幼稚園・小学校に出向き、出前お話し会やブックトーク等を行い、平成２７年度からスタンプラリー事業も開始し、子どもの読書推進を
図った。
○人形劇の開催や中・高校生の職場体験受入れ事業を実施するなど図書館サービス活動を推進した。
○高齢者を対象とした「ふれあいいきいきサロン」での本の貸出と「認知症カフェ」での本の出前貸し出しサービスに加え、平成２８年度には、
小規模多機能ホームあたがわへの団体貸出や出前シニアお話会を開始し、本年度は新たに認知症予防に効果があるとされている「音読教
室」を開始した。
　また、図書館開館記念イベントや秋の読書週間には「図書館フェスタ」を開催し、多くの町民の参加を得ている。

②　ブックスタート事業の推進

○親子の読書習慣の推進を図るため、６ヶ月児検診に来た親子を対象に、「ブックスタート」事業を実施している。絵本５冊の中から好みの絵
本を２冊選んでもらい贈呈した。（本年度実績：１２回延べ７８人参加）　家庭での子育て生活の中で読み聞かせを取り入れ、親子の触れ合い
と図書館利用の習慣化を呼びかけた。

（4）　学校給食センターに関すること ①　安心・安全な学校給食の提供

○栄養士による、児童生徒への「食に関する指導」と学校給食との管理を一体化し、食物アレルギーの対応を行うなど、その専門性を生かし
た指導・助言を行った。
○学校給食の栄養所要量及び標準食品構成を充足できるよう、食べ残しを把握しながら、栄養バランスのとれた豊かで質の良い給食が提
供できるよう取り組んだ。また、「節分献立」や「端午の節句献立」など、古来より受け継がれる日本の行事について、その由来や伝統ある食
文化を伝える取り組みや丈夫な歯を作るため「かみかみ献立」など、食文化への関心を高め、心身の成長や健康の保持・増進の上で望まし
い給食が提供できるよう努めた。
○保護者を対象に学校給食の試食会を実施し、理解を図った。
○町補助金とし、児童・生徒１名に対し５００円／月の学校給食費補助を行い、子育て支援の一環としている。

○幼児期の子どもにとって、「言葉」は人格形成に大変重要である。自分の思いや考えを伝えること、コミュニケーションを図ることは、集団生
活を過ごすうえでとても大切であり、幼児期に培われた言葉や言語による表現力は、小学校以降の学びの基礎となることから、特別支援教
育に精通した講師に依頼し、稲取・熱川の各園で各１０回の「ことばの教室」を本年度も継続して行った。また、必要に応じて保育補助員を配
置できる体制整備を継続して行っている。平成２９年度は、稲取幼稚園で３名、熱川幼稚園で２名、大川幼稚園で１名の補助員を配置し、保
育支援体制の充実を図った。
○教育公務員特例法の改正に伴い、幼稚園教諭についても育成指標を明確化することが義務付けられ、基本的な目標を「心ゆたかな人づく
りを目指して、学び続ける教員の育成」とした育成指標を定めた。

（2）　小・中学校教育に関すること

①　危機管理体制の充実と安全確保を図る

○自主防災会の「防災訓練」に参加し、小学年と中学生に地域での役割と分担、協力する意識と危機管理体制への高揚を図った。特に中学
生は、ひとり暮らしの老人など救助・誘導に重要な位置づけでもある。今後も、この活動を継続していきたい。
○上記訓練に参加した体験等を生かし、危機管理体制を充実させ、児童生徒の安全確保と大規模災害への備えの万全に努めた。また、「防
災教育における連絡会議」を中学校区毎に実施し、学校が避難所となる場合の具体的対策・児童生徒の地域への貢献等について、学校・自
主防・県・町・幼稚園の各担当による協議が行われている。

②　特別支援教育事業の実施と推進　

○特別支援教育の充実に向け、町費による支援員を熱川小学校に３名、稲取小学校に２名、熱川中学校に２名配置した。
○特別支援教育相談員として臨床心理士による巡回相談（各幼小中、年２回）と年３回のチーム会議を開催し、支援を必要とする子供たちへ
の支援の充実を図った。また、就学支援委員会を本年度は２回開催し、幼保小中が連携して、対象者の特性の共有と支援方法や進路を考
える貴重な場となっている。

③　児童・生徒の教育環境

○複式学級支援事業として、大川小学校に非常勤講師２名を配置し、教育支援の充実を図った。
○幼稚園・小・中学校の外国語指導の充実を目指し、指導助手（ＡＬＴ）として英会話に堪能な指導員２名を本年度も配置した。
○毎月、いじめ・不登校等の児童生徒の調査を実施し、学校・教育委員会との情報共有を図り、未然防止と早期発見・対応に努めた。また、
いじめ防止対策推進法の施行に基づき、平成２７年度に策定した「東伊豆町いじめ防止等のための基本的な方針」により、各学校の「いじめ
問題対策委員会」と連携した組織的な対応を図っている。
○スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを配置し、生徒の心のケアに細心の注意を図り、指導体制の充実に努めるととも
に、児童生徒の問題行動の未然防止対策等を目的とした取り組みが行われている。
○全国学力テストの結果等を踏まえ、指導主事が中心となり、児童・生徒の「確かな学力」の育成のため、授業改善や魅力ある授業づくりの
推進に向けた指導・研修を実施した。
○学校教育環境整備委員会の中間答申、地域説明会、アンケート結果の内容を踏まえ、大川幼稚園と大川小学校については、園・学校の
小規模化の現状と今後の見通しから、熱川地区の園・学校と平成３０年４月に統合することが決定し、今年度は準備委員会を立ち上げ、円
滑に統合が迎えられるよう具体的な協議・検討と準備に努めた。また、整備委員会よりいただいた、「学校教育は、一定の人数が確保された
環境で、子供達の関わり合いを重視した教育が進められことが大切である。また、未来を見据え、より地域と一体となった東伊豆町の教育を
目指し、再編整備を進めるべきである。」との最終答申の実現を目指し、町及び教育委員会において協議した結果、その方向性を「小中一貫
教育の整備」に絞り、今後更に研究を進めることとした。
○中学校の部活動について、これまでも対外試合等に係る旅費負担について、選手派遣費補助金を交付してきたが、学校の小規模化に伴
い負担が増していることから、平成２８年度に補助金交付要綱を定め、交付範囲の明確化と拡大を規定し、保護者の負担軽減を図るとともに
子育て支援の一助としている。

点　　　　　検　　・　　評　　　　　価
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（1）　幼稚園教育に関すること

①　危機管理体制の充実と安全確保を図る

○本年度も園児・保護者が各自主防災会の「自主防災訓練」に参加した。若い保護者の参加により、災害への危機管理体制への意識高揚
を図った。また、各幼稚園では家庭教育学級の活動の中で、保護者らが自主的に防災講座等を実施している。
○上記の自主防災訓練の体験等を通じて、危機管理体制の充実・園児の安全確保等大規模災害への備えの万全に努めた。

② 　預かり保育の充実

○核家族化や女性の社会進出、ひとり親世帯の増加等に対応するため、預かり保育を実施して子育て支援の一助となるよう、各幼稚園で、
月預り・一時預りを本年度も実施した。年間延べ利用人数は、３園合わせて月預かりが２，０２６人（Ｈ28：１，９３８人）（保護者負担額７，０００
円／月・２人目以降５，０００円／月）、一時預かり１，８７８人（Ｈ28：１，５０２人）（保護者負担額２００円／時間）、８月預かり１２５人（Ｈ28：６７
人）（保護者負担額２５，０００円／月・２人目以降１０，０００円／月）であった。今後も子育て支援の一環として継続実施する。

③　幼児教育環境の充実
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☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

②　スポーツイベントについて

○現在、熱川・稲取両地区の町民体育大会、クロスカントリー大会といったスポーツイベントの開催やその他にもハイキングや元旦マラソン
等を開催している。上記にも記載したニュースポーツ大会も含め、スポーツを通して、町民の健康増進や地域コミュニティの活性化にも貢献
できるよう継続していきたい。

③スポーツ施設の有効利用

○体育センターや野球場といったスポーツ施設は、老朽化が目立ち、毎年何らかの修繕を実施している状況であるが、財政状況等を考える
と大規模な改修など不可能である。このような状況下ではあるが、町内外の利用者も多く各種イベント時にも数多く利用される施設であるた
め、利便性を損なうことの無いよう管理に努めたい。スポーツ施設やクロスカントリーコースの草刈りや清掃等については業者委託し、定期
的な報告や利用者からの連絡等のご協力をいただき、状況の把握と対応に努めている。クロスカントリーコースは、稲取高原再編成整備に
関連し、県と町の事業で桜の植栽、芝張り、間伐が行われるなど改良が継続的に行われ、芝生広場の整備や駐車場・トイレも増設され、利
用者の利便性向上が図られている。また、町民有志により看板等が整備されるなど様々なご協力をいただいている。

（9）　文化財保護に関すること

①　文化財の保護・保存

○指定文化財については県指定が６件、町指定が２７件ある。毎年個人所有の町指定文化財１６件に対しては、保護保存費として補助金を
交付し管理に努めていただいている。また、過去に臨時職員を雇用し、全ての指定文化財の調査を文化財保護審議会委員と共に実施した。
そこで発覚した看板や標柱などの不良箇所修繕、町民より寄付していただいた民具等の整理（データ化）等を実施し、維持管理体制の充実
を図り、現在もこの成果を活用し保護保存に努めている。また、文化財保護審議会では、町にとって重要な文化財等を発掘する活動を行って
いる。
○江戸城築城石の石丁場を国指定文化財に登録する取り組みについて、文化財保護審議会やNPO法人にご協力いただき継続していきた
い。当町にとっての最善の方法や所有者の所有権・財産権を尊重し、慎重な対応を今後も考えていきたい。現在、稲取本林地区と大川谷戸
山地区の包蔵地指定を目指し、土地所有者に理解を求めるため、その説明等に着手したところである。

②　伝統文化の保存と継承

○無形民族芸能として、北川地区の「鹿島踊り」や稲取地区の「子供三番叟」を文化財指定し、保護保存のため補助金を交付している。ま
た、大川地区に伝わる「三番叟」にも伝統芸能継承保存補助金を交付し、今後の活動状況により文化財指定も考えていきたい。これらの伝
統芸能は、各地区の祭典時に引継がれているが、後継者の育成が望まれる状況である。こうした状況の中、稲取地区「子ども三番叟」は、稲
取四区が協力し保存会を立上げ平成２３年度から新たなスタートをきった。また、稲取子ども三番叟の演者には、奨励のため認定書を平成２
１年から贈呈している。
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（6）　青少年健全育成に関すること ①　青少年を取り巻く環境浄化

○ふるさと学級・通学合宿などの異年齢や大人とのふれあいを目的とした体験活動や青少年の意識に町民が理解を深めることを目的とした
青少年主張発表大会等を開催し、青少年の健全育成に繋がる事業を実施している。また、各自治会で結成されている青少年健全育成会各
支部においてもクリーン作戦・地区祭典等の地域行事を通して、積極的なふれあいにより青少年を見守ると同時に町の将来を担う健全な人
材の育成に努めていただいている。これら活動を通じ、県で推進している「声掛け運動」や町で推進している「あいさつ運動」と関連付け、今
後も継続的に推進活動を展開していきたい。

（7）　芸術・文化振興に関すること
①　文化協会をはじめとする関係諸団体の育成
　　 と環境改善を図る

○東伊豆町文化協会には１８の団体（２１８名）が加盟しており、また、その他の団体も独自の文化芸術活動を行っている。毎年、秋には活動
成果の発表の場として文化祭を開催し、４１回を数えている。町からは文化協会への補助金として７０万円、町民文化祭への補助金として１３
０万円を支出している。現在、金銭的な助成と運営に係る協力等を行っている、今後も行政としての関わりについて常に考えた上で、お互い
の発展を目指すとともにこの各種活動の成果が「地域の教育力向上」に繋がるよう取り組んでいきたい。また、生涯学習推進大綱に基づき、
基本理念である「心ゆたかな人をはぐくむ」の具現化を目指し、今後も当町の生涯学習を推進していく。

（8）　スポーツ推進について

①　生涯スポーツ（ニュースポーツ）の推進　

○東伊豆町体育協会には、１０団体が加盟し、多くの町民がスポーツに取り組んでいる。毎年、秋には体育協会主催のスポーツ祭が開催さ
れ、地域のスポーツ推進にご協力をいただいている。また、少子化に伴いスポーツ少年団はジュニアレスリングの１団体という状態である
が、バレーボールやサッカー、陸上競技等幅広くスポーツに打ち込む子供達は多く、それぞれ活発な活動を展開し、スポーツを通じて青少年
の健全育成に繋がっている。今後、行政としての支援策について、スポーツ推進委員会と共にその方向性を検討していきたい。また、スポー
ツ推進委員会主催のニュースポーツ（グランドゴルフ・ミニテニス）については、生涯スポーツとして有効的であるため、今後も継続して実施し
ていくが、参加者数を増やすことが課題であり、花見の宴や町民文化祭といったイベント時に体験会を開催したり、町民の皆さんが参加しや
すい日程の配慮や広報活動を工夫し、参加者の増大を目指していきたい。

（4）　学校給食センターに関すること ②　運営・衛生面・作業安全面について

○地場産物を給食材料に取り入れ、子供たちや保護者に地場産物について理解が深められるよう努めた。稲取産釜揚げしらすを使用した、
「しらす入りかき揚げ」、「しらす入り卵焼き」など、新しい献立の提供や町内地場産物の活用率上昇に努めている。今後も学校給食で地産・
地消が推進されるよう、農家やJA・漁協等関係機関と協力し、年間を通して計画的に地場産物を納入してもらえるよう努めていきたい。また、
スーパー食育スクール事業の取組みであった、アスリートに必要な栄養素を含んだ地場産物などを取り入れた「アスリート給食」を継続して児
童生徒に提供した。
○毎週行われるミーティングを活用し、衛生管理についての勉強会を実施し、調理員における衛生管理の強化を図った。
○平成２４年度に町の事業仕分けの中で、学校給食一部民間委託について、今後、調査・研究すべきとの判定を受けた。これに伴い関連す
る市町の調査や業者より経費見積りなどお願いし検討を行った結果、施設の老朽化等の理由から経費削減には繋がらないため、見送って
いる状況が続いている。

（5）　生涯学習・社会教育に関すること

①　生涯学習講座の充実と推進

○生涯学習推進大綱に基づき、その基本理念である「心ゆたかな人をはぐくむ」と「学び・つなぎ・生かす　心豊かな人をはぐくむ」と定めた基
本目標の実現を目指し、生涯学習の各種講座・教室を開催した。本年度は、８講座を開催し、参加者延べ人数は３０７人であった。
○各講座には生涯学習推進委員がモニターとして参加し、結果を次年度の講座に反映させている。また、委員が様々な機会を利用し、町民
の意見を伺い、町民の要望にあった講座の開設に努めている。
○本年で開級から１８年を迎えた「友路学級」は、本年も２６名の学級生が自主運営で７回の学習会等を開催した。
○教育委員会としてはこの各種講座や教室に参加した人の中から、新たな指導者や自主的活動団体が結成されることを目標としている。今
後も各種講座等をとおして、人材の発掘と育成に努めていきたい。

②　学校・家庭・地域の連携強化と地域の教育
　　 力向上の推進

○子どもの広場・学校支援地域本部事業・通学合宿など、関係機関や地域の大人たちが、学校・家庭・地域と連携を図り事業に取り組んで
いる。しかし、まだまだ認知度が低くボランティアも少ない中でやり繰りしている現状であるため、今後も文化協会や生涯学習講座受講生など
日頃から活動されている皆様にＰＲし、その活動成果を発揮し、地域の教育力の向上を図れるよう努めていきたい。
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３ 評価委員による知見 

  自己点検・評価に対する知見の活用は、東伊豆町教育委員会評価委員会設置要 

 綱（東伊豆町教育委員会要綱第６号）に基づき、学識経験者４名にお願いした。 

  知見をいただいた学識経験者の方々は、次のとおりである。 

氏    名 所    属    等 

鈴 木   優   学 識 経 験 者 

金 指 善 郎   学 識 経 験 者 

鈴 木 和 恵   家庭教育の向上に資する者 

横 山 尋 司   東伊豆町校長代表（熱川中学校長） 

 

【 東伊豆町教育委員会の自己点検・評価への知見 】 

１「教育委員会の活動」についての知見 

（全般的知見） 

    ○全体的に評価できる。特に学校教育の環境改善については、少子化が進

む中、当町にふさわしい特色ある学校教育を模索し、小中一貫教育を検

討していることは、素晴らしい事なので、ぜひ実現できるよう切望する。 

 （１）教育委員会の会議の運営改善 

   ①教育委員会会議の開催回数 

    ○会議を毎月１回開催するなど活発な議論や情報交換等が行われている。 

また、課題である学校教育環境のあり方について、その方向性を「小中 

一貫教育の整備」に絞り意見の集約に鋭意努力されたことをはじめとし 

て、委員会運営が円滑に実施されたことを評価する。 

   ②教育委員会会議の運営上の工夫 

    ○業務の効率化を目指すことから、委員より提案のあった「ペーパーレス

化」の実現にむけてその取組みに期待したい。 

 （２）教育委員会の会議の公開 

   ①教育委員会会議の公開の状況 

    ○可能な限り「広報ひがしいず・町ホームページ」の活用を図り、学校教

育環境整備に係わる内容等を周知されたことを評価する。 

    ○教育委員会会議の周知に関して「広報ひがしいず」の活用を今後も継続

すると共に、コーナーを常設できるようにし、町民に広く周知していた
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だけるとありがたい。特に「小中一貫教育の整備」に関しては、町民に

周知徹底することが必要と思われる。 

 （３）教育委員会と事務局との連携 

   ①教育委員会と事務局との連携 

    ○関係方面と緊密な連携を図っており、町議会と町当局の意思疎通が図れ

るよう関連事項の報告を実施するなど評価する。 

 （４）教育委員会と首長との連携 

   ①総合教育会議の開催 

    ○総合教育会議を３回開催し、２９年度の教育の基本方針や教育環境のあ

り方等について協議し、目標・目的が達成したことを評価する。 

    ○年３回開催された総合教育会議において、学校教育環境のあり方につい

て協議した結果、地域と一体となった新しい教育の形や当町にふさわし

い特色ある学校教育を目指すことから小中一貫教育の整備について、今

後、委員会等を設置し研究が進むことを期待したい。 

 （５）教育委員の自己研鑚 

   ①研修会への参加状況 … 中項目別の知見なし 

 （６）学校及び教育施設に対する支援・条件整備 

   （全般的知見）  

    ○教育委員の自己研鑚を含め、昨年同様に学校訪問や所管施設の訪問を実

施し学校長等や事務局と情報交換をし、共通理解及び課題解決へつなげ

ていることを評価する。 

 

２「教育委員会が管理・執行する事務」についての知見 

 （全般的知見） 

    ○漏れのない着実な仕事をしていると評価できる。 

（１）～（４） … 中項目別の知見なし 

（５）県費負担職員の服務の監督の一般方針を定めること。 

    ○全国的にも教職員の服務に抵触する事案が多発している視点からも、教

育長及び静東教育事務所地域支援課参事による服務指導が行われたこ

とは適切で、今後も継続を望む。 

 （６）前号に定めるもののほか人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。 

    ○平成２９年度より賀茂５町で共同設置している指導主事３名の継続承

認に期待したい。 

    ○指導主事の派遣が組織的に行われてきているように見える。効果が以前

に比べてどう変わったかが見えると良い。 

 （７）～（９） … 中項目別の知見なし  
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 （10）教育委員会規則その他教育委員会が定める規程の制定又は改廃を行うこ

と。 

    ○教育委員会関係例規等について、１６件の事案の制定・改正を実施。中

でも「東伊豆町スクールバス」等の条例制定や町立小中学校児童生徒の

通学費補助金交付要綱の制定は、関係者から大いに期待と評価を受けて

いる。 

 （11） … 中項目別の知見なし  

 （12）社会教育委員及び図書館協議委員等を委嘱すること。 

    ○県立高等学校の統廃合が進められていることを踏まえ、いち早く「稲取

高等学校魅力化推進協議会委員」を委嘱し、検討に着手したことを評価

する。 

（13）校長、教員その他の教育関係職員の研修の推進の一般方針を定めること。 

    ○「県費負担教職員の研修の推進について」で、各校に研修のための奨励

費が予算付けされているが、東伊豆町教育大綱に基づく特徴ある教育を

模索するため予算増の検討を望む。 

    ○賀茂地区指導主事連絡協議会を設置し、研修会の進め方・教育計画策

定・いじめ対策等々を協議し、専門的な指導方法について研究が行われ

ていることに期待する。 

    ○児童生徒への指導の質を高めるため、教育関係職員が園・校内外の研修

会に研修奨励費により参加することができた。これからも継続されるこ

とが望ましい。 

 （14）～（15） … 中項目別の知見なし 

 

３「教育委員会が管理・執行を教育長に委任する事務」についての知見 

（全般的知見） 

   ○特に近年になって感じることは、危機管理には、「これで大丈夫」とい

う上限はないということである。そのためか、マトリックスの実現度が

抑えられているのは仕方ない事だが、常に意識の中に置いて、気を配っ

てほしい。 

（１）幼稚園教育に関すること 

①危機管理体制の充実と安全確保を図る 

    ○自主防災訓練に参加し、危機管理体制への意識高揚を図っていることを

評価する。 

   ②預かり保育の充実 ③幼児教育（特別支援教育）の充実 （共通知見） 

    ○昨年度に引き続き本年度も実施し、年間延べ利用人数は３園で、月預か

りは２，０２６人（前年比４％増）、一時預かりも１，８７８人（前年
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比２５％増）８月預かり１２５人（前年比８６％増）と子育て支援の一

助となっており、少子化の一環としても継続実施を評価する。 

    ○預かり保育の需要は、益々高まり、これからも子育て支援の一環として

継続されることが望ましい。 

   ③幼児教育環境の充実 

    ○昨年度の課題を踏まえ、本年度は稲取幼稚園で３名、熱川幼稚園２名、

大川幼稚園１名の補助員を配置し、支援体制の充実を図ったことを評価

する。 

    ○幼児期の人格形成に重要な「ことばの教室」が継続して行われたこと、

また、保育補助員が各園に配置され、保育支援体制の充実が図られたこ

とを評価する。 

 （２）小・中学校教育に関すること 

①危機管理体制の充実と安全確保を図る 

    ○町防災担当課等との連携を図り、防災意識と危機管理体制の高揚に鋭意

努力されていることを評価する。また災害時における児童生徒の引き渡

しなど校区毎に周知徹底することを切望する。 

   ②特別支援教育事業の実施と推進 

    ○町費から７名の支援員を配置するなど、指導体制の充実を図ったことを

評価する。また、臨床心理士の巡回相談や就学支援委員会の開催につい

ては引き続き継続を望む。 

    ○特別支援教育の充実に向けた町負担支援員の配置は大変ありがたいこ

とであり、今後も継続配置を切望する。 

    ○特別支援教育相談員の巡回相談は大変有効なものである。特別支援学級

に在籍していない「支援を必要とする児童・生徒」の理解に役立つとと

もに、先生方の「特別支援教育」に対する理解の一助となっている。ぜ

ひとも相談員の継続を切望する。 

   ③児童・生徒の教育環境 

    ○本年度も英会話指導の充実を目指し、指導助手（ＡＬＴ）２名配置に留

意するなど評価する。英会話の充実は、転入者増の一助とも成り得るこ

となので重要課題として検討することを望む。 

    ○現在ＡＬＴを２名配置していただいていることは大変ありがたいこと

である。来年度以降もぜひ継続を切望する。ただ、できれば幼小中の繋

がりを意識した指導が施されることが理想と考えるのなら、２人のＡＬ

Ｔが熱川地区と稲取地区のそれぞれの幼小中を指導する体制にした方

が良いと思われる。 

    ○いじめ対策はいまや社会問題である。毎月、いじめ・不登校等の調査を



 12 

実施するなどして、学校・教育委員会と情報の共有化を図り対応してい

ることは評価する。 

○スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを配置し「生徒 

 の心のケア」に細心の注意を図るなど未然防止対策に取り組んでいるこ 

 とは評価する。 

    ○学校教育環境整備委員会の最終答申を踏まえ、準備委員会を設置し円滑

に統合が迎えられるよう協議・検討と準備がされたことを評価する。 

    ○中学校部活動に伴う対外旅費負担について、新たな補助金交付要綱を整

備し保護者の負担軽減を図ったことは評価する。 

    ○中体連等の選手派遣費補助金の交付は、生徒・保護者にとって大変あり

がたいことである。しかし、遠征で民間バスを使用する場合、前泊した

り勝ち進んで連泊したりすると莫大な費用がかかる（一例として、男子

バレー部が前泊し約３０万円だった。勝ち進んだ場合はバス代が大きく

膨らみ約５０万円必要であった）。大変ありがたい事なのだが、大切な

町民の税金を使わせてもらっている。「費用対効果」を考えたときに、

部活動のすべての試合とはいかないまでも、町のバスの活用ができない

だろうか。町の条例等様々な関係もあると思われるが、南伊豆町・河津

町のように、部活動に町のバスを使えるよう検討していく必要がある。 

 （３）図書館に関すること 

①読書活動と読み聞かせ活動の推進 

    ○図書館の年間延べ来館者数は、３７，６３１人（前年度３３，２０６人

１３．３％増）と利活用も非常に活発であり文化拠点の一翼を担ってい

ることを評価する。また、出前お話会・ブックトーク・スタンプラリー

事業等を実施するなど、子どもの読書推進に積極的に取組む姿勢を評価

する。さらに本年度は、認知症予防に効果があるとされる「音読教室」

を開始するなど新たな取り組みに期待する。 

 （４）学校給食センターに関すること 

①安心・安全な学校給食の提供 

    ○栄養士を配置し、専門性による指導・助言に意を注いだことは良かった。 

    ○昨年度に引き続き、「節分献立」や「端午の節句献立」など食文化継承

など創意工夫がされている。さらに保護者を対象に学校給食の試食会を

実施し、理解を得るなどの努力されていること。また、厳しい町財政の

中において児童生徒１名に対し月５００円の給食費補助は評価する。 

   ②運営・衛生面・作業安全面について 

    ○地場産物を給食材料に取り入れ、食の理解に努力されたこと。また、「稲

取産しらす」を活用した新たなメニューを開発したこと。さらに「アス
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リート給食」を継続するなど地産・地消に取り組んだことは評価する。 

    ○平成２４年度の町事業仕分けで、学校給食の一部民間委託について、調

査・研究すべきとの判定に対し、費用対効果の面から見送っているとし

ているが引き続き研究を望む。 

 （５）生涯学習・社会教育に関すること 

   ①生涯学習講座の充実と推進 

    ○生涯学習推進大綱に基づき、基本理念である「心ゆたかな人をはぐくむ」

と、「学び・つなぎ・生かす・心豊かな人をはぐくむ」の実現化を目指

し、本年度は８講座（前年度７講座）を開催するなど積極的に取組んだ

ことを評価する。 

○昨年に引き続き、各種講座に生涯学習推進委員がモニターとして参加し、 

 次年度への講座に反映させていることは有意義な試みである。 

また、生涯学習推進委員会でも積極的に町民の声を反映させるなど努力 

されていることを評価する。 

 （６）青少年健全育成に関すること 

   ①青少年を取り巻く環境の浄化 

    ○重要度・実現度とも A となっており、地域等との連携が円滑であると

思われる。 

    ○青少年主張発表大会に期待する。また、特別主張として「地域おこし協

力隊」の活動事例等を取り入れる工夫はできないものか。 

 （７）芸術・文化振興に関すること 

   ①文化協会をはじめとする関係諸団体の育成と環境改善を図る 

    ○第４１回町民文化祭の継続には改めて、「継続は力なり」を認識させら

れている。一方、厳しい町財政にあって昨年同様、文化協会補助金が７

０万円、町民文化祭補助金に１３０万円を支出している。「今後行政と

してどのような関わりをしていくべきか、更なる発展を目指して検討し

ていく必要があると考えている。」としているが、この各種活動の成果

が「地域の教育力の向上」に繋がるよう一層期待をしたい。また、併せ

て協会関係者や町生涯学習推進委員等と後継者育成について、検討され

ることを望む。 

 （８）スポーツ推進について 

   ①生涯スポーツ（ニュースポーツ）の推進 

    ○少子高齢化の昨今、体育協会の役割と町スポーツ推進委員会連携などに

よる活動は多岐にわたる傾向にある。今後はスポーツ振興のみならず健

康増進の一翼を担うなど、視点を変えつつ更なる取組に期待する。 

    ○生涯スポーツの推進が気になっていたが、種目を変えて参加者も増加し
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ている様子は評価できる。需要を把握することは大変だが、更なる広

報・工夫の努力を望む。 

 （９）文化財保護に関すること 

   ①文化財の保護・保存 

    ○毎年、個人所有の指定文化財については、保護保存費として補助金を交

付し管理をしていただいている。それらを含め、町民文化祭や町内の空

き店舗等を活用した展示ができないものか検討されたい。 

   ②伝統文化の保存と継承 

    ○稲取小学校児童が、授業の中で「馬鹿ばやし」の継承に取り組んでいる。

教育委員会から稲取小学校児童に感謝状を交付し、文化的に貴重な「馬

鹿ばやし」の保存継承に取り組んだことを評価する。 

 

４ 全 体 評 価 

（１）学校教育環境整備委員会の最終答申を受け、大川幼・小学校と熱川幼・

小学校との平成３０年４月に統合のための「準備委員会」を設置し、円滑

に統合が迎えられるよう具体的な協議・検討と準備に努められたことを評

価する。 

 （２）全体的にマトリックス指標から判断すると、大項目１「教育委員会の活動

において」、実現度・重要性ともに前年度同様、すべてにおいて「Ａ」判定

は評価する。次に、大項目２「教育委員会が管理・執行する事務」は、概ね

中項目に十分配意し達成したものと思われる。また、大項目３「教育委員会

が管理・執行を教育長に委任する事務」について、本年度のＡ判定は６項目、

Ｂ判定は１３項目と１ポイントずつ下がったものの（前年度Ａ判定７項目、

Ｂ判定１２項目）、取り組んだ内容は十分評価するに値する。 

（３）今後、益々多様化する社会環境において、学校教育・社会教育等を円滑

的に運営推進する教育委員会により一層期待する。 

（４）多方面にわたり、教育委員会及び各活動事業が行われたが、評価シートか 

ら判断しても実現度が高く、教育行政の推進と住民への説明責任が果たされ 

たことを評価する。 

（５）着実に教育行政を推進していると評価できる。中でも社会教育関係では「お 

客様サービス」という気持ちを持って仕事にあたることが大切である。そう 

いう意味からもニーズの把握・内容の工夫など、きりがなく難しい事だが、 

更なる努力を期待する。 

（６）図書館運営に関して、町民の交流拠点となるようなイベントや取組が積極 

的に行われていることを評価する。今後も、さらに充実した取組を期待する。 
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